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日本郵便株式会社と危険な盛土等の情報提供に関する合意書の締結について

本市では、宅地造成及び特定盛土等規制法（通称：盛土規制法）に基づき、令和７

年５月２６日より規制区域を指定するなど、危険な盛土等への対応を強化していま

す。

このたび、包括連携協定締結企業である日本郵便株式会社と合意書を締結し、不法

・危険が疑われる盛土等を発見した場合に、本市へ情報提供していただくことになり

ましたので、お知らせします。

１ 目的

市内全域を網羅する配送網を持つ同社と連携し、日常業務の中で危険な盛土の疑いが

ある箇所を早期に情報提供していただくことで、土砂災害の未然防止と市民の安全・安

心な暮らしを確保します。

２ 概要

内 容：配送車両等が業務中に、崩落の危険がある盛土や、許可掲示板のない疑わし

い盛土作業等を発見した場合、市へ情報提供を行います。

締結日：令和８年３月２日（月） ※同日より運用開始

３ 連携の背景

市と同社の包括連携協定書において、道路等の異常発見時における情報提供を連携項

目として掲げています。今回、盛土規制法の本格運用に合わせ、個別の合意書を締結す

ることで、より具体的な協力体制を構築するものです。
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